
寒 川町 議会 委員会 条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(出 席説明 の要 求 ) (出 席説明 の要 求 ) 

第 18条  委 員会は 、審 査又 は調 査のた め 、

町 長 、教育 委員 会の委 員長 、選 挙管 理委

員 会の 委員 長、農業 委員 会の 会長 及び監

査 委 員 そ の 他 法 律 に 基 づ く 委 員 会 の 代

表 者 又 は 委 員 並 び に そ の 委 任 又 は 嘱 託

を 受け た者 に対し、説明 のた め出 席を求

め よう とす るとき は、議 長を 経て しなけ

れ ばな らな い。  

第 18条  委 員会は 、審 査又 は調 査のた め 、

町 長 、教育 委員 会の教 育長 、選 挙管 理委

員 会の 委員 長、農業 委員 会の 会長 及び監

査 委 員 そ の 他 法 律 に 基 づ く 委 員 会 の 代

表 者 又 は 委 員 並 び に そ の 委 任 又 は 嘱 託

を 受け た者 に対し、説明 のた め出 席を求

め よう とす るとき は、議 長を 経て しなけ

れ ばな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

 1 この条 例は 、平 成 27年 4月 1日 から施 行

す る。  

 (経 過措置 ) 

 2  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 26年

法 律 第 7 6号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 )

附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 、 改 正 法 に よ る

改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 第 1 6条 第 1項 の 教 育 長 が 在

職 する 場合 におい ては、この 条例 による

改 正 後 の 寒 川 町 議 会 委 員 会 条 例 の 規 定

は 適用 せず、この条 例に よる 改正 前の寒

川 町議 会委 員会条 例の 規定 は、な おその

効 力を 有す る。  

 


